
職員の勤務労働条件について（小委員会交渉） 

 

令和６年７月 22日（月） 

局 側：環境局総務部職員課長他 

組合側：大阪市従業員労働組合環境事業支部 副支部長他 

 

（局 側） 

６月３日に大阪市従業員労働組合環境事業支部から申入れを受けた「自治労現業統一闘

争に関する要求」について、１点目から６点目、８点目から 10点目を交渉事項として取り

扱うこととし、当局としての回答をお示しする。 

まず、１点目、２点目及び５点目についてであるが、本市では令和６年３月に策定した

「新・市政改革プラン」において、取り組み方針の１つとして、「持続可能な行財政基盤の

構築」を掲げ、行政資源の管理の徹底により、今後の社会経済情勢の変化、市民ニーズの変

化に柔軟に対応できる行財政基盤の構築を図ることとし、引き続き、人員マネジメントの推

進等に取り組むこととしている。当局においても、令和５年度から令和９年度までの５か年

については、「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン」の精神である「経費の削減」と「市民

サービスの向上」の考え方を引き継ぐとともに、ＳＤＧｓの考え方を踏まえ、「持続可能で

効率的・効果的な事業運営」と「地域・市民・事業者との連携強化」を目指した「家庭系ご

み収集輸送事業改革プラン３.０」に基づき、取組を進めているところである。災害対策に

ついてであるが、本年１月に発生した能登半島地震において、発生直後の１月中の約２週間、

また、５月からの約１か月に渡り当局から石川県輪島市、能登町等へ職員を派遣し、支援業

務に従事した。労働組合と職員の尽力によりこれまで培ってきたノウハウを最大限活用し、

被災地の復旧・復興等に大きく寄与したものと考えており、この場をお借りし改めてお礼申

しあげる。こうした災害支援業務の経験を活かし、災害時には発災直後から、環境事業セン

ターが地域のコントロールタワーとなって、円滑な収集体制を確保することは必要不可欠

であると考えており、平成 29年３月に第１版を策定した『大阪市災害廃棄物処理基本計画

「業務実施マニュアル」』に基づき、『環境事業センターにおける災害発生時の業務実施マニ

ュアル』を定めるとともに、令和元年７月には『台風等暴風時のごみ収集における対応マニ

ュアル』を策定するなど災害へのマニュアルを整備してきたところであるが、引き続き、災

害時に発生するごみの搬入先（仮置場）を確保するため、各所属が所管している未利用地の

活用を検討するなど、災害時に備え搬入先（仮置場）の確保に向けて整理したいと考えてい

る。また、発災時に迅速な対応がとれるよう、防災訓練の際にマニュアルの確認訓練を合わ

せて実施するなど区役所とも連携し実効性が伴うマニュアルになるよう努めている。さら

に、収集現場において高齢者をはじめとする市民の方とも接する機会の多い環境事業セン

ター職員が応急救護を身に付けることで、付加価値を高めた市民サービスを提供できるよ

う職員のスキルアップに向け、普通救命講習を令和３年 10月から実施している。いずれに



しても、「改革プラン３.０」の目標実現に向けた取組を進める中で、職員の勤務労働条件に

係る事項については、協議を行いたいと考えており、貴支部においても、ご理解とご協力を

お願いしたい。 

なお、焼却処分事業については、平成 27年度から一部事務組合を設置し当局事業を移管

しているが、要求項目にある責任をもった対応として、今後もこれまで培ってきた収集輸送

事業と焼却処理処分事業の一体的な対応を十分に踏まえて、引き続き、大阪広域環境施設組

合と連携を図りたいと考えている。 

続いて、３点目の項目について、回答する。この間、高齢者雇用にあたっては「雇用と年

金の接続」を図るため、大阪市再任用制度要綱に基づき、退職前の勤務成績が良好であり、

任用する職の職務遂行に必要な知識・経験を有し、公務内の職務を遂行できると認められる

者の中から、選考によりフルタイムによる再任用を実施しており、今後とも、技能職員の業

務実態等を十分に踏まえ、再任用制度並びに条例等の改正内容に基づく定年延長制度への

対応を行うとともに、高齢層職員の勤務労働条件に係る事項については、引き続き貴支部と

協議を行いたいと考えているので、ご理解とご協力をお願いしたい。 

４点目及び６点目の項目についてであるが、昇格制度については、「大阪市労使関係に関

する条例施行規則」第４条に掲げる「各所属が適法に管理し、又は決定することができるも

の」に該当しないことから、当局での交渉事項とはなりえないが、２級昇格については、令

和２年度より段階的に増設しており、近年の昇格選考状況を踏まえ、業務に支障を及ぼさな

い班員体制を見据え、昇格条件の改善に向けて関係先に働きかけてまいりたい。 

また、55歳以上の昇給再開につきましても、当局での交渉事項とはなりえないが、55歳

以上の昇給を含めた処遇面に課題があることは当局としても認識していることから、その

改善について関係先に働きかけるとともに、引き続き、適正な業務執行体制を確保できるよ

う配置を行ってまいりたい。 

次に８点目の項目についてであるが、熱中症対策を含め、公務災害の未然防止や再発防止

の観点から、災害状況の把握や原因究明は非常に重要であり、これまでから環境局安全衛生

委員会において意見交換を実施するとともに、安全衛生について、職員に対し積極的な周知

に努めているところである。感染症を含めた予防対策については、これまでからも多くの人

が公共交通機関に集中する時間帯を避けるため、時差勤務による通勤緩和等を実施し、対策

を講じてきたが、今後も状況に応じた対策を適宜講じてまいりたい。また、公務上の交通事

故防止対策の充実・強化も非常に重要な課題であり、引き続き運行管理システムや民間の安

全運転研修等も有効活用しながら、交通事故の防止と運転マナーの向上に努めてまいりた

い。 

９点目の項目についてであるが、令和元年度から、労働基準法の改正により５日間の年次

休暇の取得義務、時間外勤務の上限設定など労働環境は変化している。また、国を挙げて働

き方改革の推進が求められている中、昨年度には「大阪市働き方改革実施方針」が策定され

た。当局としても、働き方改革、ワーク・ライフ・バランスの推進は重要な課題であると認



識しており、働く意欲・能力を存分に発揮できるよう、休暇取得の推進はもちろん、職員の

労働環境等について、労働基準法や働き方改革の趣旨を踏まえ、当局として主体的に対応し

てまいりたい。参考として、令和５年度（令和５年６月１日から令和６年５月３１日までの

間）の年次休暇取得状況は２０.００日、なお、令和４年度の同取得状況は２０.２６日とな

っている。同様に夏季休暇の取得日数は４.９４日となっており、令和４年度の同取得日数

４.９５日とほぼ同数となっている。 

10 点目の項目についてであるが、作業服等については、この間、貴支部から職員の作業

負荷を軽減する観点から、被服の改善要求を受け、必要性を精査のうえ、吸汗速乾生地の長

袖ポロシャツの各職員への貸与、スニーカータイプの作業靴の改善などに努めてきたとこ

ろである。今後も引き続き、作業実態に応じた被服等の貸与について、貴支部と協議したい

と考えている。また、災害発生時等に対応し得る被服や安全靴等の備蓄については、引き続

き関係部署と連携を図りながら、検討してまいりたい。 

 

（組合側） 

ただいま、職員課長より自治労現業統一闘争にかかる要求に対する回答が示されたが、各

要求項目にかかる回答の内容は、労働組合との協議事項についての、当局としての考え方が

示されたものと認識するところである。しかしながら、すべてについて回答がなされていな

いことから、それらの課題については、私たちとしても、引き続き取り組んでまいりたいと

考えている。また、私たちの問題意識については、６月３日に申し入れた「自治労現業統一

闘争に関する要求」の内容のとおりであることから、引き続き問題の解決に向け、当局とし

ても努力されるよう求めておく。その上で、私たちとしても、取り巻く状況に適切かつ柔軟

に対応し、引き続き、大規模地震などの災害発生時における初動体制の確立をめざすととも

に、市民サービスの向上に向け、きめの細かい作業を実施すべく、定曜日・定時収集の実施

や、全国に先駆けて取り組んだふれあい作業やふれあい安心パトロール等、自治体の礎とし

て実績を積み上げてきた。さらに、2021 年７月からは、市民からの午前中に普通ごみを収

集してほしいとの要望が多く寄せられた状況などを受け、当局から提案された午前収集拡

大のための時差勤務の導入についても協力してきた。また、新たな「改革プラン」の実現に

あたっては、「直営」で培った経験とノウハウにより、これまで以上に市民が必要とする「よ

り質の高い公共サービス」を提供することが必要不可欠であると考えることから、公共関与

が必要な事業においては、引き続き「直営体制」を基本とすることを求めておく。さらに、

「直営体制」を基本とするためにも、適切な勤務労働条件のもと、業務を着実に遂行するこ

とが、大変重要であると考えることから、組合員の勤務労働条件にかかる事項については、

労使協議及び情報提供を尽くされるよう改めて求めておく。 

次に、私たちは、これまでから環境問題や廃棄物事業は、机上の論理だけでは律しきれな

い事柄であるとして、コスト論や利益のみを優先する対策ではなく、市民の生活環境を守る、

サービスの質を向上させていくことを第一に考えてきた。こうしたことから、大阪市におけ



る廃棄物行政のあり方や、新たな廃棄物行政の確立に向けた取り組みを強化してまいりた

いと考えているが、当局としても、行政責任のもと、ごみの収集と処理の一体的対応を積極

的に取り組まれるとともに、職員の仕事に対するやりがいや、やる気を失わせないよう、適

切な処遇・労働環境の確保、被服の改善について努力を重ねられるよう、強く要請しておく。 

自治労は、現業・公企統一闘争については、春闘段階から年間を通じた取り組みを進める

として、第１次、第２次の取組ゾーンを設定して闘いの強化を図ることとし、市従本部は、

自治労に結集する立場から取組を進めている。そうしたことから、この時期をもって全ての

事項を解決することには成りえないが、本日以降の精力的な取組と交渉・協議を重ね、労使

合意に向け、誠意をもって対応されるよう改めて要請するとともに、現時点の局回答を基本

的に了承することとする。しかしながら、改革プランの各取組の中で組合員の将来的な勤務

労働条件に係わる事項等については、早期に明らかにするとともに、当局においても、今後

の組合員の身分にかかる内容等であるかを十分に検討し、情報提供及び労使協議を尽くさ

れるよう求めておく。 

最後になるが、本日の現業統一闘争については市従本部指令に基づく行動であり、以降の

取り扱いについてもそれに基づくものとなることを、改めて申しあげておく。 

 

（局 側） 

以上で、本日の自治労現業統一闘争に関する要求に対する回答の交渉を終了する。 


